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【年通号数】公開・登録公報2009-045
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【国際特許分類】
   Ｂ６５Ｄ  30/18     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成22年3月15日(2010.3.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　側壁（２）が積層フィルムで構成された容器の底部（１）を形成するための硬質または
半硬質なプラスチック部材であって、
　このプラスチック部材が中心軸線（３）を有し、かつ、
　ａ．前記側壁（２）の内面（５）に接触し、接合によって固定できる周辺接合領域（４
）と、
　ｂ．凹形の内面（６）と凸形の外面（７）と、
　ｃ．前記内面（６）と前記外面（７）が、それぞれ、前記部材を前記側壁（２）に固定
するのに用いる道具を接触させることのできる、前記軸線（３）を中心とした領域（１０
、１１）と、
　ｄ．少なくとも一部が曲線によって規定される輪郭と、を具備する、
　ことを特徴とする部材。
【請求項２】
　前記輪郭の少なくとも一部が、底部（１）の外周部の半径の１～２倍の半径（ｒ）の円
弧によって規定されている、ことを特徴とする請求項１に記載の部材。
【請求項３】
　外面（１１）上にこぶ状突起（９）を有する、ことを特徴とする請求項１または２に記
載の部材。
【請求項４】
　前記こぶ状突起（９）が、前記軸線（３）の周囲の環状領域に分布している、ことを特
徴とする請求項３に記載の部材。
【請求項５】
　奇数個のこぶ状突起（９）を備える、ことを特徴とする請求項４に記載の部材。
【請求項６】
　前記こぶ状突起の数が、３個、５個、７個のいずれかである、ことを特徴とする請求項
５に記載の部材。
【請求項７】
　前記こぶ状突起（９）によって占められる面積と前記部材の全面積の比が０～７０％で
ある、ことを特徴とする請求項３から６のいずれか１項に記載の部材。
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【請求項８】
　凹面の少なくとも一部を凸面に変換することとその逆の変換をすることが、その面の一
方に及ぼされる力および／または圧力によって可能である硬質さを持つ、ことを特徴とす
る請求項１から７のいずれか１項に記載の部材。
【請求項９】
　前記接合領域（４）が、前記軸線（３）に対して５°～１５０°の角度をなす部分を備
える、ことを特徴とする請求項１から８のいずれか１項に記載の部材。
【請求項１０】
　前記接触領域が、最小幅０．３ｍｍの平坦な円環である、ことを特徴とする請求項１か
ら９のいずれか１項に記載の部材。
【請求項１１】
　前記内面のうちで製品と接触することになる部分が、いかなる点における導関数も連続
である曲率を有する、ことを特徴とする請求項１から１０のいずれか１項に記載の部材。
【請求項１２】
　外周部の形状が円形である、ことを特徴とする請求項１から１１のいずれか１項に記載
の部材。
【請求項１３】
　外周部の形状が楕円形である、ことを特徴とする請求項１から１１のいずれか１項に記
載の部材。
【請求項１４】
　外周部の形状が多角形である、ことを特徴とする請求項１から１１のいずれか１項に記
載の部材。
【請求項１５】
　巻き付けられた積層フィルムからなる側壁と、請求項１から１４のいずれか１項に記載
の部材からなる底部とを備える、ことを特徴とする容器。
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